
１ 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例の構成

前 文

第１章 総 則 目 的（第１条）
定 義（第２条）
基本理念（第３条）
県の責務（第４条）
県民の役割（第５条）
事業者の役割（第６条）
市町村に対する協力（第７条）

第２章 基本指針等 基本指針の策定（第８条）
県民の意見の聴取（第９条）
推進体制（第１０条）
財政上の措置（第１１条）

第３章 啓発活動の推進等 啓発活動の推進（第１２条）
学習機会の提供等（第１３条）
情報の提供（第１４条）
人材の育成（第１５条）

第４章 生活関連施設の整備 意見聴取（第１６条）
整備基準（第１７条）
整備基準への適合（第１８条）
既存の生活関連施設（第１９条）
機能の維持（第２０条）
適合証の交付（第２１条）

第５章 特定生活関連施設の整備 事前協議（第２２条）
指導又は助言（第２３条）
工事完了の届出（第２４条）
完了検査（第２５条）
報告の徴収及び立入検査等（第２６条）
勧 告（第２７条）
公 表（第２８条）

第６章 公共車両等の整備等 公共車両等の整備（第２９条）
公共工作物の整備（第３０条）
住宅等への配慮（第３１条）

第７章 特別特定建築物に追加する
特定建築物等

特別特定建築物に追加する特定建築物（第３２条）
特別特定建築物の建築の規模（第３４条）

第８章 雑 則 表 彰（第３４条）
国等に関する特例（第３５条）
規則への委任（第３６条）
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